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下関市入札監視委員会規則第５条第９項により、次のとおり公表します。 

 
下関市入札監視委員会（第２５回）審議概要 

 

開催日時 平成２８年５月２６日 １３：３０ 

場所 下関市役所本庁舎新館５０６・５０７会議室 

委員 

今村 俊一（弁護士） 
藤本 博美（ファイナンシャルプランナー） 
中村 健治（一級建築士） 
森  邦恵（大学准教授） 

審査対象期間 平成２７年１０月１日 ～ 平成２８年３月３１日 

審査対象総件数 ２０７件 （抽出工事名称） 

審
査
対
象
件
数 

及
び
抽
出
案
件 

条件付一般 
競争入札 

９６件 
・新港地区ガントリークレーン製作設置 

工事 

指名競争入札 ９７件 
・安岡雨水幹線布設工事（１） 
・安岡雨水幹線布設工事（２） 

随意契約 １４件 ・火の山展望台災害復旧工事 

議事事項及び委員か

らの意見・質問、それ

に対する回答等 

議事項目、意見等 別紙のとおり 

議事結果、回答 別紙のとおり 

指名停止措置の運用

状況報告 
５件６者 

委員会による意見の

具申又は勧告の内容 
特になし 
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別紙 

議事項目、意見・質問 議事結果、回答 

・新港地区ガントリークレーン製作設置工事 

入札参加者数は何者を想定して

いたか。 
５者を見込んでいた。 
 

製作費と設置工事費の直接工事

費は。 
製作費は約６億円、設置工事費は約２千

４百万円。 

特殊性のある工事では、指名競

争入札をする考えはないか。 
 
 
 
 
原則は一般競争入札だというこ

とはわかるが、入札参加者が少な

い場合は、合わないのではないか

と思う。 

目的・性質によっては、指名競争入札で

実施することも想定される。しかし、一般

競争入札が原則であり、競争性・経済性・

透明性をいかに確保するかということにも

配慮しながら検討する必要がある。 
 
いただいた意見については、参考にさせ

ていただく。 

本件工事の目的物に求める品質

と工事の施工プロセス中に求める

品質確保についての方針は。 

各種、官公庁の標準仕様書に基づき品質

確保を求めて行く。また、今回は設計を行

った一般社団法人港湾荷役機械システム協

会に製作及び施工監理を発注しており、そ

ちらの方からも品質向上に向けた監理を行

っていく。 

１回目が予定価格の超過で、２

回目で決定しているが、もし２回

目も不調となった場合、３回目、

４回目と続くのか。 
 
それで不調になった場合は、ど

うするのか。 
 
その際、指名競争入札に変わる

こともあるのか。 

３回目まで行う。 
 
 
 
 
改めて入札を実施する。 
 
 
条件設定を見直す中で場合によっては、

指名ということも考えられなくはない。 
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１回目と２回目で金額に開きが

あるが、どういう条件設定があっ

て２回目の金額になったのか。 
また、本件は総合評価方式の新

港地区での開発に絡むことか。 
 
 
 
 
関連用地整備工事とは直接関係

ないということか。 

事業者が積算して、１回目が予算超過と

いうことで、再計算し入札した結果だと認

識している。 
新港地区の開発については、今は造成を

しているところである。本件は、ジブクレ

ーンの老朽化に伴い、荷役作業に支障が出

ないようにするために、ガントリークレー

ンを設置するもの。 
 
そのとおり。 

・安岡雨水幹線布設工事（１） 
・安岡雨水幹線布設工事（２） 
両工事とも、同じ業者が落札率

９９．９％で落札しているが、他

の業者が予算超過しているのに対

して、落札業者が高い落札率とな

っているのは、何か想定される理

由があるか。 
また、６者指名されているが、

（１）と（２）で業者が少し替わ

っている理由は。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）については、落札者と２番札の金

額の差は３万８千円となっている。これは

積算・設計資料に基づき、業者が積上げた

結果だと理解している。（２）については、

同じく金額の差は１万４千円で、大きな差

はなく、逆転もあったのではないかとの理

解でいる。 
業者選定について、（１）の１回目の入札

では、上下水道局の内規に従い、地域性プ

ラス総合評点で７００点未満の業者を選定

した。結果４者中３者が辞退により入札中

止となった。そこで、辞退しなかった業者

を入れて、点数区分を外し、山陰地域該当

業者４４者の中から選定した。（２）との業

者の違いについては、（１）の入札が１２月、

（２）の入札が時間をあけて２月というこ

とで、手持ち工事の状況等が改善されてい

る時期ではないかということで、もともと

の内規に戻り７００点未満に極力近づけ、

再度業者指名を行い、（１）で点数の高かっ

た業者を外し、業者を入れ替えて入札を行

っている。（２）で新たに選定した業者は、

（１）の１回目で辞退した業者であるが、

時期があいているので応札いただけるので

はないかと、再度指名に入れた。それが業

者の入れ替わった理由である。 
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落札業者の積算が素晴らしかっ

たと理解すればよいのか。 
 
２つ目の質問に関して、時期が

あいているので、手持ち工事等に

余裕があるのではないかというこ

とで、指名したということである

が、もしかしてこの業者をはずせ

ば、違う業者が指名できたという

可能性があるということか。辞退

しそうだということが事前にわか

っていれば、別の業者を指名に入

れることができる可能性があった

ということか。 
 
結果的に３者での競争になって

いるので、辞退を避けるような工

夫がないのかとの感想を持ったの

で聞いた。 

そのとおり。 
 
 
ご指摘のとおり他の業者をということも

あるが、７００点前後での業者選定を考え

た場合に、その区分にいる業者がかなり少

ないということもあり、どうしても重なっ

た選定になる。 

手持ち工事がどのくらいあるか

ある程度わかるのか。 
指名するに当たり、上下水道局の契約状

況と市長部局の契約状況については、情報

があるので、把握はしている。取ってもら

えるのではないかという判断の元で指名を

しているが、民間工事等もあるので、把握

できていない部分と今回５百万円未満のあ

まり大きい規模ではない工事なので、業者

のほうも配置する技術者の数の制限がある

ため、さらに大きい工事を狙いたいという

こともあって、避けられたのではないかと

考えている。 
発注時期や手持ち工事の関係と

いうのは理解できるが、少なくと

も６番の業者は、外すべきではな

かったかと感じる。 

１回目に中止した際に、当該業者だけ辞

退届けがなく、聞き取りをしたところ、入

札があれば応札するつもりで、参加する意

思有りと確認したので、２回目も指名した

が、理由はわからないが、辞退となった。

（２）では、地域性と総合評点の中で選定

した。指摘のとおり外しても特に問題はな

かったかと思う。 



- 5 - 
 

（１）は撤去工事を幹線布設工

事という名称になっているが、

（２）との関連があってこういう

名称にしているのか。 
 
 
道路を隔てて右・左の工事か。 
 
 
幹線布設工事とこだわって付け

ているみたいだが、検査対象区分

とか決裁区分とかの絡みがあるの

か。 
 
 
 
 
 
５百万円を超えたというのはよ

くわからないが、どちらも５百万

円未満では。 
 
 
資料が違うのか。 
 
労務単価の上昇で変わっている

ということか。 

平成２６年度安岡雨水幹線布設工事の付

帯工事として発注したためこの名称とし

た。（２）との関連は、（１）と同様（２）

も付帯工事として発注しており、また、隣

接の箇所でもあるので、この名称とした。 
 
反対側に既設があって、真ん中に新設を

入れている。 
 
上下水道局の検査の運用であるが、５百

万円未満については、担当課所長が指名し

た者が検査を行う。発注時点では（１）（２）

とも、５百万円を下回る金額であったが、

（２）については、途中適用される労務単

価の見直し等が２月にあった関係で、設計

変更をして５百万円を超えたので、工事検

査員が検査する工事となった。 
 
発注時点では５百万円を下回っていて、

最終的な契約金額は、５百万円を超えてい

る。（２）については、最終的な契約金額が、

５百２万５千２４０円となっている。 
 
資料が間違っていた。 
 
２月適用分を採用した結果、その金額に

最終的になった。 
（１）と（２）は関連する工事

だと理解したが、（１）と（２）の

業者が違った場合、効率性の面で

現場としてはどうか。 
 
まったく別の工事と理解してよ

いか。 

工事については、撤去が先に行われた後

に、本復旧するもので（１）と（２）が違

うものなので、重なることはない。 
 
 
そのとおり。 

・火の山展望台災害復旧工事 

 随契理由は理解できる。災害の

緊急対応に要する特別な必要経費

や割増単価等は考慮したか。 

設計において、観光客の利便性や風評被

害による利用者数の落ち込み等を防ぐた

め、できるだけ早期の工事完成を目指した 
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 かった。その中で市内の業者に工期を考慮

したヒアリング、見積りをもらい設計金額

を積算している。そういう意味では緊急対

応に要する必要な経費は見込んでいると考

えている。 
 災害があった場合、市の施設等

においては、災害用の保険がおり

たりするのか。 
  
 契約額の半分が保険から出てい

るということか。 

この度の災害復旧工事については、市で

保険に入っているので、半分の金額が保険

として入っている。 
 
そのとおり。 

災害で緊急のため随意契約とい

うことであったが、通常の劣化と

いう状態であればどういう契約に

なるのか。特殊性に鑑みて随意契

約とするのか、一般的にどうか。 
 
台風１５号の災害ということだ

が、どの程度を災害と想定するの

か、何か基準があるのか。 
 
特定の人間が故意にガラスを割

った場合などでも、緊急に直さな

ければいけないとなった時は、ど

う対応するのか。 
 
災害というのが一つの理由では

あるが、緊急性に鑑みて随意契約

ということになるのか。 

金額にもよるが、一般的には条件付一般

競争入札、若しくは指名競争入札になると

思う。 
 
 
 
特にないが、この度は観光施設課と契約

課で協議し、早期にしなければならないと

いうところで、１者随契としている。 
 
緊急の対応が必要ということであれば、

災害でなくても随意契約で行う。そうでな

ければ一般競争入札、指名競争入札で行う

ということになる。 
 
そのとおり。 

・審議 

 総合評価方式が増え、一般競争

入札が主流となっている今、競争

性、経済性を伴う入札方式を誘導

するとか先導すべきであり、２者

とか１者の参加ではどうかなとい

う疑問がある。入札契約の適正化

に向けて、もう一工夫、二工夫必

要ではないかと考える。 

多様な入札制度に取り組むということ

で、検討する必要があると考えている。 
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透明性や経済性等が見える入札

が求められていると思う。一方で、

たたき合いによる品質低下も危惧

される。品質が担保されつつ競争

性が確保されればいい。抽出した

指名競争入札案件では、競争の機

会が失われている。工事の品質を

下げることなく、条件を緩和する

方法を議論して改善したらどう

か。 

透明性が重要なので、電子入札が透明性

を担保していると考えている。品質の確保

では、最低制限価格、低入札価格調査によ

り対応している。指名競争入札については、

辞退や入札中止を防ぐべく、業者選定を考

える必要があり、今後の課題としたい。 

・下関市優良工事事業者表彰に係る委員会の意見聴取 

入札監視委員会に期待されてい

ることは。 
一つ一つの業者の選考はもちろんのこ

と、地域間のバランスや要領の見直しに関

する意見等いただきたい。 
複数の工種で選考されても、事

業者単位での表彰ということだ

が、工種名を複数挙げてもよいの

では。 

パンフレット等に工種名を掲載すること

を検討したい。 
 
今年が初めてなので、試行錯誤しながら

やって行きたいと考えている。委員の意見

を参考にしながら検討する。 

地域のバランスを考えて選考し

ているのか。 
地域的な偏りがないほうがよいと思って

いたが、図らずも結果としてこういうかた

ちで出てきた。 
表彰基準の１号・２号は絶対評

価なので全部挙がっているか。 
そのとおり。 

業者にとって表彰を受けている

とメリットがあるのか。 
総合評価方式の評価項目として加点され

る。また、優良業者優先指名制度の参加資

格が得られる。 
 


